
【目 的】府域の森林を対象に、将来の望ましい森林の姿を示すとともに、それを実現するための「森林整備指針（仮称）」を策定する。

【内 容】府域における森林の区分や立地条件等を明らかにする情報を整理。（スギ・ヒノキ人工林、竹林、広葉樹林、地形、地質、路網配置、利用形態など）

森林の区分や立地条件等に応じた、望ましい森林の将来像を提案。（急傾斜地など林業経営に適さない人工林の混交林誘導、集落周辺に拡大する竹林の除去・樹種転換など）

望ましい森林の実現に向けた、整備手法等を提示。（スギ・ヒノキ人工林の強度間伐による複層林誘導、竹林や天然生林の伐採・更新補助など）

【行程等】森林審議会への諮問（7月下旬）、審議会での検討・答申（９月～1月）、パブリックコメント（2月）、策定（3月）

【その他】人工林を対象にした「大阪府放置森林対策行動計画（H19～H28年度）」の実施状況等も踏まえ検討を進める。

○森林・林業基本法に基づき、国が森林・林業施策の基本方針を定めるもの。２０年程度を見通して定め

るものであるが、情勢の変化等を踏まえ概ね５年毎に変更。(現行計画：平成２８年５月２４日閣議決定）

○森林の多面的機能の発揮に関する目標 （森林の区分に応じた誘導の考え方）

【育成単層林（スギ・ヒノキ人工林等）】

・林地生産力が高く、傾斜が緩やかな場所に位置するものは、木材等生産機能の発揮を期待する

育成単層林として確実に維持し、資源の充実を図る。

・急傾斜の森林又は林地生産力の低い森林は、育成複層林（針葉樹・広葉樹の混交林等）に誘導※する。

【育成複層林（針葉樹・広葉樹の混交林等）】

・公益的機能の発揮のため、引き続き育成複層林として維持することを基本とする。

【天然生林（シイ・カシ・ブナ・竹林等）】

・公益的機能発揮のために継続的な維持・管理が必要な森林や、継続的な資源利用が見込まれる

広葉樹林等の森林は、更新補助作業等により育成複層林に誘導する。

・その他の森林は、天然生林として維持する。

背 景 ・ 動 向

森林・林業基本計画

〔指向状態〕

機能発揮に必要な森林の面積・蓄積・

成長量が確保され、安定的に推移する状態

○集落からの距離が近いなど木材生産に

適した森林については育成単層林として

整備を進めるとともに、公益的機能の一層

の発揮を図るため自然条件等を踏まえつつ

育成複層林への誘導を推進

○市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を

行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化

及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機

能の発揮に資することを目的。

○法の概要 （施行期日：平成３１年４月１日）

【森林所有者の責務の明確化】

・森林所有者は、適時に伐採、造林又は保育等を実施することにより、自然的経済的社会的条件に

応じた適切な経営又は管理を持続的に行わなければならない。

【森林経営管理の仕組み】

・森林所有者の委託を受けて伐採、販売、造林、保育等の経営管理権を市町村が取得できるよう措置。

・意欲と能力のある林業経営者に対して、市町村が経営管理実施権を設定できるよう措置。

・自然的条件に照らして林業経営に適さないもの等について、市町村自ら経営管理できるよう措置。

※育成複層林に誘導

【所有者不明森林に係る措置】

・森林所有者の全部又は一部不明のものについて、一定の手続きにより市町村に経営管理権を

設定することを可能とする措置を講ずる。

森林経営管理法

○市町村が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に

関する費用に充てなければならない。(平成３１年度から譲与）

【使途 （林野庁例示）】

私有林人工林の整備、里山林・竹林の整備、公有林・財産区有林の整備、

林道・林業専用道等の整備・維持修繕、林業後継者の育成、林業機械等の導入、

木造建築物の整備・内装木質化、木造・木質化に取組む民間事業者への支援 など

森林環境譲与税（仮称）

森林整備指針(仮称)の策定

★★ 府及び市町村が主体となり、連携・協調して府域の森林の保全・整備を進める必要 ★★

～ 大阪府森林整備指針（仮称）について ～ 資料1



森林経営管理制度（新たな森林管理システム）
について

～林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立に向けて～

平成３０年６月

林野庁

資料１

林野庁資料(抜粋）
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経営管理を
委託

経営管理を
再委託

森林所有者 市町村

併せて、所有者不明森林の問題
にも対応

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

意欲と能力のある
林業経営者

市町村が自ら管理

意向を
確認

1

経営管理が行われていない森林について
市町村が仲介役となり森林所有者と
林業経営者をつなぐシステムを構築し

担い手を探す

1
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現状 目指す姿

利用

多様で健全な森林へ誘導

間伐が進まない

路網が開設
できない

育成単層林 育成単層林

育成複層林 育成複層林

天然生林

天然生林

課
題

＜多様で健全な森林の整備のイメージ＞

森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
と
林
業
の
成
長
産
業
化

育成

伐採植栽

2

自然条件などが良く林業経営に適した人工林は、森林経営の集積・
集約化、路網整備を進めて、林業的利用を積極展開。

自然的条件に照らして林業経営に適さない人工林は、管理
コストの低い針広混交林（スギや広葉樹が混じり合った森
林など）等へ誘導。

短伐期や長伐期な
ど多様な伐期によ
る伐採と植栽による
確実な更新を図る

私有
人工林

既に集積・ 集約化
されているのは
約１／３

従来の取組
に加え、新た
な制度により
整備

2
②



市町村
（地域全体）

○ 林業経営が可能であるにもかかわらず、経営管理されずに放
置されていた森林が経済ベースで活用され、地域経済の活性化
に寄与。

○ 間伐手遅れ林の解消や伐採後の再造林が促進され、土砂災害
等の発生リスクが低減し、地域住民の安全・安心に寄与。

森林所有者
○ 市町村が介在してくれることにより、長期的に安心して所有森林
を任せられる。

○ 意欲と能力ある林業経営者が、所有森林の経営管理を行うこと
により、所有森林からの収益の確保が期待できる。

地域の
林業経営者

○ 多数の所有者と長期かつ一括した契約が可能となり、経営規模
や雇用の安定・拡大につながる。

○ これまで手がつけられなかった所有者不明森林も整備が出来る
ようになり、間伐等の施業や路網の整備が効率的に実施できる。

33
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① 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
② 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林の経営管理の委託を受け
③ 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託
④ 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施

経営管理実施権

市町村の委託を受けて伐採等を実施するために林
業経営者に設定される、経営管理権に基づく権利

経営管理権

森林所有者の委託を受けて伐採等を実
施するために市町村に設定される権利

※

経
営
管
理
の
責
務
を
明
確
化

（
適
時
の
伐
採
・
造
林
・
保
育
の
実
施
）

森

林

所

有

者

意
欲
と

能
力

の
あ
る
林
業
経
営
者

○ 意欲と能力のある林業経営
者に林業経営を再委託市

町

村

経営管理実施権
の設定

経営管理実施権
配分計画

林業経営に適した森林

経営管理権の設定

経営管理実施
権の設定を希
望する林業経
営者を募集・公
表

都
道
府
県

公表

募集

所有者不明森林等に
おける経営管理権の
設定にあたっての特
例を措置。

信
用
基
金
に
よ
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
等

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長

国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
受
託
機
会
増
大
へ
の
配
慮

【支援措置】

都道府県による市町村の事務の
代替執行も措置。

経営管理権
集積計画

○ 市町村による間伐等の実施
（市町村森林経営管理事業）

自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林

経営管理受益権 経営管理受益権

経営管理受益権

84
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機密性○情報 ○○限り

譲与基準等について

林 業 就 業 者 数

補正率

林野率８５％以上の団体 １．５
林野率７５％以上８５％未満の団体 １．３

×私有林人工林面積 ＝

人 口 （国勢調査）人 口 ＝

譲与割合 ： 市町村９０／１００、都道府県１０／１００（注）

（注）経過措置として、平成３１年度～平成４４年度までの間の譲与割合は下表のとおり。

譲与基準 ： 市町村・都道府県共通で、以下の基準で按分して譲与（注）

（注）都道府県分については、管内市町村の譲与基準の数値を積み上げた合算値で按分

私有林人工林面積 （注）

＝ 林業就業者数 （国勢調査）

（注）
森林資源現況調査に基づく数値。
2020年農林業センサスから私有林人

工林面積を同統計で調査することに
しており、その場合、以降のデータは
センサス結果を使用する方向で検討。

５／１０の額

資料３

２／１０の額

３／１０の額

市 町 村 都 道 府 県

平成３１年度～平成３６年度まで ８０／１００ ２０／１００

平成３７年度～平成４０年度まで ８５／１００ １５／１００

平成４１年度～平成４４年度まで ８８／１００ １２／１００
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